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業績勘案率資料

農林水産省独立行政法人評価委員会の業績勘案率（案）について

１ 審議対象案件

法人名 役職及び所掌 
在任期間 

（算定期間） 
業績勘案率（案）※ 

〈農林水産省評価委員会〉 

農業・食品産業技

術総合研究機構 

理事Ａ 

（研究管理担当） 

H21.4.1～H24.3.31 

（同上） 
１．０ 

理事Ｂ 

（専門研究担当） 

H22.4.1～H24.3.31 

（同上） 
１．０ 

理事Ｃ 

（機械化促進担当） 

H21.4.1～H24.3.31 

（同上） 
１．０ 

監事 
H18.4.1～H24.3.31 

（同上） 
１．０ 

国際農林水産業研

究センター 
監事 

H18.4.1～H24.3.31 

（同上） 
１．０ 

森林総合研究所 

理事 

（業務継承円滑化

等） 

H20.4.1～H24.3.31 

（同上） 
１．０ 

水産総合研究セン

ター 

理事 

（企画、立案、評価、

労務、広報及び他の

理事の職務を除く職

務に関すること等） 

H18.4.1～H24.3.31 

（同上） 
１．０ 

農畜産業振興機構 

理事長 
H18.9.26～H23.9.30 

（同上） 
１．０ 

副理事長 
H21.9.1～H23.9.30 

（同上） 
１．０ 

理事 

（特産関係） 

H21.7.1～H23.9.30 

（同上） 
１．０ 

監事 
H21.10.1～H23.9.30 

（同上） 
１．０ 

農業者年金基金 

理事長 
H20.10.1～H23.9.30 

（同上） 
１．０ 

理事Ａ 

（総務部等） 

 

H21.4.1～H23.9.30 

（同上） 
１．０ 



理事Ｂ 

 （業務部等）

H21.10.1～H23.9.30 

 （同上）
 １．０

農林漁業信用基金

（注）１、２ 

 副理事長
H20.5.1～23.9.30 

（同上） 
１．０ 

理事 

（企画調整室等） 

H22.1.1～23.9.30 

（同上） 
１．０ 

監事 
H22.2.15～23.9.30 

（同上） 
１．０ 

注１ 農林漁業信用基金の主務省は、農林水産省及び財務省である。 

 ２ 財務省評価委員会の業績勘案率（案）についても同様である。 

 

※ 業績勘案率（案）の算定は別紙のとおり。 

 
２ 政策評価・独立行政法人評価委員会の意見案 

当委員会の既往の方針等に沿って検討した結果、次案のとおりとしたい。 
 

（案） 
（農業・食品産業技術総合研究機構） 

通知のあった業績勘案率（案）「１．０」については、意見はない。 
 

（国際農林水産業研究センター） 
通知のあった業績勘案率（案）「１．０」については、意見はない。 

 
（森林総合研究所） 

通知のあった業績勘案率（案）「１．０」については、意見はない。 
 
（水産総合研究センター） 

通知のあった業績勘案率（案）「１．０」については、意見はない。 
 

（農畜産業振興機構、農業者年金基金、農林漁業信用基金） 
通知のあった業績勘案率（案）「１．０」については、意見はない。 

 
以上 



別紙 

 

 
 

業績勘案率資料

農林水産省独立行政法人評価委員会から通知された業績勘案率（案）の算定内容

 算  定  内  容 

業績勘案率適用期間 法人業績を勘案 個人業績を勘案 業績勘案率
法  人  名 役 職 基本業績勘案率 

（案）  (参考) して加算する率 して加算（減算）
（※１） 

在任期間 （※２） する率（※３） 

H21.4.1～24.3.31 同左 １．０ ０．０ ０．０ １．０ 理事Ａ 

H22.4.1～24.3.31 同左 １．０ ０．０ ０．０ １．０ 農業・食品産業技術総合研 理事Ｂ 

究機構 H21.4.1～24.3.31 同左 １．０ ０．０ ０．０ １．０ 理事Ｃ 

H18.4.1～24.3.31 同左 １．０ ０．０ ０．０ １．０ 監事 

国際農林水産業研究セン
H18.4.1～24.3.31 同左 １．０ ０．０ ０．０ １．０ 監事 

ター 

H20.4.1～H24.3.31 森林総合研究所 同左 １．０ ０．０ ０．０ １．０ 理事 

水産総合研究センター H18.4.1～24.3.31 同左 １．０ ０．０ ０．０ １．０ 理事 

H18.9.26～H23.9.30 同左 １．０ ０．０ ０．０ １．０ 理事長 

H21.9.1～H23.9.30 同左 １．０ ０．０ ０．０ １．０ 副理事長 
農畜産業振興機構 

H21.7.1～H23.9.30 同左 １．０ ０．０ ０．０ １．０ 理事 

H21.10.1～H23.9.30 同左 １．０ ０．０ ０．０ １．０ 監事 

理事長 H20.10.1～H23.9.30 同左 １．０ ０．０ ０．０ １．０ 

理事Ａ H21.4.1～H23.9.30 農業者年金基金 同左 １．０ ０．０ ０．０ １．０ 

理事Ｂ H21.10.1～H23.9.30 同左 １．０ ０．０ ０．０ １．０ 

H20.5.1～H23.9.30 農林漁業信用基金 同左 １．０ ０．０ ０．０ １．０ 副理事長 



理 事      

  

H22.1.1～H23.9.30 同左 １．０ ０．０ ０．０ １．０

監 事 H22.2.15～H23.9.30 同左 １．０    ０．０ ０．０ １．０

（※１）「基本業績勘案率」

年度業務実績評価の中項目（ない場合は大項目）の評価（５段階評価の場合は、Ｓ＝1.30 Ａ＝1.00 Ｂ＝0.70 Ｃ=0.25 Ｄ＝0.00、３段階

評価の場合はＡ＝1.00 Ｂ＝0.70 Ｃ=0.25で評価）を基に算定 

（※２）法人業績の加算 
当該役員の担当業務に係る業績が過去の業績と比べ大幅に改善されている場合には、その内容に応じて 0.5(５段階評価を適用している法人

では 0.2)を上限として加算可能 

（※３）個人業績の加減算 
個々の職責に照らして特段の個人業績がある場合には、客観的・具体的に根拠を示した上で、その実績に応じて 0.5を上限として増減可能 

 



別紙 

 

 
 

 

 

 

 

業績勘案率資料

財務省独立行政法人評価委員会から通知された業績勘案率（案）の算定内容

法  人  名 役 職 

業績勘案率適用期間

(参考) 

在任期間 

算  定  内  容

各事業年度ごとの基準

値を、その在職月数に

応じて加重平均した値

（※１） 

 

 

 

 

 

   

（調 整）

事業年度評価における全

体評価の内容等を考慮し

た結果、該当する事業年度

において、業績勘案率を変

更する必要があると認め

た場合の変更（※２）

業績勘案率 

（案） 

農林漁業信用基金

副理事長 H20.5.1～H23.9.30 同左 １．０ ０．０  

     

 

１．０

理事 H22.1.1～H23.9.30 同左 １．０ ０．０ １．０

監事 H22.2.15～H23.9.30 同左    １．０ ０．０ １．０

（※１） 「財務省所管独立行政法人の役員退職金に係る業績勘案率についての基本的考え方」（平成 16年 8月 26日財務省独立行政法

人評価委員会）２（２）において「役員が中期目標期間を通じて在職した場合は独法評価基本方針における「中期目標評価」

に基づく中期目標期間の業績勘案率を、中期目標期間のうち一部の事業年度についてのみ在職した場合は独法評価基本方針に

おける「事業年度評価」に基づく各事業年度の業績勘案率を、その在職月数に応じ加重平均する。」とされている。 

 



（※２） 「財務省所管独立行政法人の役員退職金に係る業績勘案率についての基本的考え方」２（３）において「中期目標評価及び

事業年度評価のみでは適切に評価しがたい場合は、役員のその業績への関与の度合い、目標を達成するためのマネジメントや

指導力を考慮するものとする。」とされている。 




